
平成２８年６月１日 

北上市議会議長 高 橋 穏 至 様 

議 席 番 号  １１番 

北上市議会議員  三 宅  靖  ○印 

一 般 質 問 通 告 書 

今期通常会議において、次のとおり一般質問をしますから、北上市議会会議規則第

61 条第２項の規定により通告します。 

質 問 事 項  ２．選挙の投票率向上策について 

質   問   の   要   旨 
答 弁 を 

求める者 

全国的に見ても投票率は低下傾向にあり、３月の市議会議員選挙でも、 

市 長 

 

選挙管理

委員長 

 

８年前、４年前の市議選より更に低下しました。７月には参議院議員選挙 

が予定されており、投票権が 18 歳に引き下げられますし、政府としても 

投票率向上に向けて様々な施策を打ち出しております。そこで、当市にお 

ける投票率の向上策について、次の３点を質問します。 
（１）過去の選挙の投票率の分析について 

①投票所毎の投票率と公開についての考え方は。 
②毎回、投票率が低い投票所の分析は。 
③市全体の投票所の見直しは行わないのか。 

（２）国の投票環境の向上方策等について 
   平成２７年３月に総務省の「投票環境の向上方策等に関する研究会」の中間 
   報告の内容について、どのように見ているのか。 
（３）次期選挙における投票率向上策について 
  ①１８～２０歳への啓発活動は。特に２０才未満の社会人への啓発活動は。 

  ②地域への啓発活動は。 

  ③総務省×鷹の爪団の「選挙はマナーだ！」キャンペーン等、政府のキャン 

ペーンや特設ホームページなどの活用状況は 

 

 

 

 

 

 

＜記入上の注意＞ (1) 質問事項１件につき一般質問通告書１枚の使用としてください。 

         (2) 質問事項は一覧表にして配布しますので明確に記入してください。 

         (3) 質問の要旨は箇条書でも結構ですから具体的に記入してください。 


